
燕市介護保険運営協議会（第２回）次第 

 

平成３１年２月５日（火）午後１時３０分～ 

燕市役所 会議室３０１ 

 

１．開  会 

 

 

２．挨  拶 

 

 

３．議    題 

 

（1）平成３１年度 燕市介護保険事業特別会計予算（案）について 

（資料１） 

   

 （2）条例改正について 

（資料２－１、２－２） 

 

（3）保険者機能強化推進交付金について 

（資料３） 

 

（4）地域支援事業（介護用品支給事業含む）について 

（資料４） 

 

（5）その他 

（資料５） 

 

 

 

４．閉    会 

 

 

 

 

 

次年度開催予定日 第１回 8/8（木）13：30～、第２回 2/13（木）13：30～ 



予算額 構成比 予算額(案) 構成比 増減額 増減率 予算額 構成比 予算額(案) 構成比 増減額 増減率

01 保険料 1,910,798 22.5 1,893,408 21.8 ▲17,390 ▲0.9 01 総務費 172,685 2.0 168,119 1.9 ▲4,566 ▲2.6

01 介護保険料 1,910,798 22.5 1,893,408 21.8 ▲17,390 ▲0.9 01 総務管理費 114,434 1.3 111,814 1.3 ▲2,620 ▲2.3

01 第１号被保険者保険料 1,910,798 22.5 1,893,408 21.8 ▲17,390 ▲0.9 01 一般管理費 114,434 1.3 111,814 1.3 ▲2,620 ▲2.3

02 分担金及び負担金 1,566 0.0 1,613 0.0 47 3.0 02 徴収費 4,188 0.0 4,086 0.0 ▲102 ▲2.4

01 負担金 1,566 0.0 1,613 0.0 47 3.0 01 賦課徴収費 4,188 0.0 4,086 0.0 ▲102 ▲2.4

01 認定審査会共同設置負担金 1,566 0.0 1,613 0.0 47 3.0 03 介護認定審査会費 51,136 0.6 49,157 0.6 ▲1,979 ▲3.9

03 使用料及び手数料 180 0.0 190 0.0 10 5.6 01 介護認定審査会共同事務費 11,716 0.1 11,696 0.1 ▲20 ▲0.2

01 手数料 180 0.0 190 0.0 10 5.6 02 認定調査等費 39,420 0.5 37,461 0.4 ▲1,959 ▲5.0

01 督促手数料 180 0.0 190 0.0 10 5.6 04 趣旨普及費 5 0.0 0 0.0 ▲5 皆減

04 国庫支出金 1,924,053 22.7 2,002,418 23.1 78,365 4.1 01 趣旨普及費 5 0.0 0 0.0 ▲5 皆減

01 国庫負担金 1,416,670 16.7 1,464,618 16.9 47,948 3.4 05 運営協議会費 251 0.0 250 0.0 ▲1 ▲0.4

01 介護給付費負担金 1,416,670 16.7 1,464,618 16.9 47,948 3.4 01 運営協議会費 251 0.0 250 0.0 ▲1 ▲0.4

02 国庫補助金 507,383 6.0 537,800 6.2 30,417 6.0 06 介護人材確保育成事業費 2,671 0.0 2,812 0.0 141 5.3

01 調整交付金 398,729 4.7 405,547 4.7 6,818 1.7 01 介護人材確保育成事業費 2,671 0.0 2,812 0.0 141 5.3

02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 34,090 0.4 46,087 0.5 11,997 35.2 02 保険給付費 7,974,517 93.9 8,110,809 93.5 136,292 1.7

03 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業） 74,064 0.9 72,649 0.8 ▲1,415 ▲1.9 01 介護サービス等諸費 7,403,219 87.2 7,541,819 86.9 138,600 1.9

04 保険者機能強化推進交付金 0.0 13,017 0.1 13,017 皆増 01 居宅介護サービス給付費 2,328,960 27.4 2,548,982 29.4 220,022 9.4

05 介護保険事業費補助金 500 0.0 500 0.0 0 0.0 02 特例居宅介護サービス給付費 100 0.0 100 0.0 0 0.0

05 支払基金交付金 2,189,932 25.7 2,239,692 25.8 49,760 2.3 03 地域密着型介護サービス給付費 1,588,424 18.7 1,517,677 17.5 ▲70,747 ▲4.5

01 支払基金交付金 2,189,932 25.7 2,239,692 25.8 49,760 2.3 04 特例地域密着型介護サービス給付費 100 0.0 100 0.0 0 0.0

01 介護給付費交付金 2,153,122 25.3 2,189,921 25.2 36,799 1.7 05 施設介護サービス給付費 3,176,847 37.4 3,131,554 36.1 ▲45,293 ▲1.4

02 地域支援事業支援交付金 36,810 0.4 49,771 0.6 12,961 35.2 06 特例施設介護サービス給付費 100 0.0 100 0.0 0 0.0

06 県支出金 1,229,115 14.5 1,251,187 14.4 22,072 1.8 07 居宅介護福祉用具購入費 5,823 0.1 5,380 0.1 ▲443 ▲7.6

01 県負担金 1,175,050 13.8 1,191,750 13.7 16,700 1.4 08 居宅介護住宅改修費 18,923 0.2 16,592 0.2 ▲2,331 ▲12.3

01 介護給付費負担金 1,175,050 13.8 1,191,750 13.7 16,700 1.4 09 居宅介護サービス計画給付費 283,842 3.3 321,234 3.7 37,392 13.2

02 県補助金 54,065 0.6 59,437 0.7 5,372 9.9 10 特例居宅介護サービス計画給付費 100 0.0 100 0.0 0 0.0

01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 17,049 0.2 23,044 0.3 5,995 35.2 02 介護予防サービス等諸費 139,930 1.6 112,150 1.3 ▲27,780 ▲19.9

02 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業） 37,016 0.4 36,393 0.4 ▲623 ▲1.7 01 介護予防サービス給付費 70,812 0.8 63,583 0.7 ▲7,229 ▲10.2

07 財産収入 30 0.0 40 0.0 10 33.3 02 特例介護予防サービス給付費 100 0.0 100 0.0 0 0.0

01 財産運用収入 30 0.0 40 0.0 10 33.3 03 地域密着型介護予防サービス給付費 34,840 0.4 20,274 0.2 ▲14,566 ▲41.8

01 利子及び配当金 30 0.0 40 0.0 10 33.3 04 特例地域密着型介護予防サービス給付費 50 0.0 50 0.0 0 0.0

08 繰入金 1,232,665 14.5 1,284,787 14.8 52,122 4.2 05 介護予防福祉用具購入費 1,738 0.0 1,650 0.0 ▲88 ▲5.1

01 一般会計繰入金 1,232,664 14.5 1,284,786 14.8 52,122 4.2 06 介護予防住宅改修費 7,722 0.1 8,168 0.1 446 5.8

01 介護給付費繰入金 996,815 11.7 1,013,853 11.7 17,038 1.7 07 介護予防サービス計画給付費 24,658 0.3 18,315 0.2 ▲6,343 ▲25.7

02 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 17,048 0.2 23,043 0.3 5,995 35.2 08 特例介護予防サービス計画給付費 10 0.0 10 0.0 0 0.0

03 地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業） 37,997 0.4 36,392 0.4 ▲1,605 ▲4.2 03 その他諸費 4,090 0.0 3,933 0.0 ▲157 ▲3.8

04 職員給与費繰入金 85,133 1.0 85,279 1.0 146 0.2 01 審査支払手数料 4,090 0.0 3,933 0.0 ▲157 ▲3.8

05 事務費繰入金 66,948 0.8 62,063 0.7 ▲4,885 ▲7.3 04 高額介護サービス等費 141,931 1.7 140,581 1.6 ▲1,350 ▲1.0

06 介護認定審査会共同事務費繰入金 18,357 0.2 18,474 0.2 117 0.6 01 高額介護サービス費 141,921 1.7 140,571 1.6 ▲1,350 ▲1.0

07 低所得者保険料軽減繰入金 10,366 0.1 45,682 0.5 35,316 340.7 02 高額介護予防サービス費 10 0.0 10 0.0 0 0.0

02 基金繰入金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 05 高額医療合算介護サービス等費 15,476 0.2 14,803 0.2 ▲673 ▲4.3

1 介護給付費準備基金繰入金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 01 高額医療合算介護サービス費 15,466 0.2 14,793 0.2 ▲673 ▲4.4

09 繰越金 6,000 0.1 6,000 0.1 0 0.0 02 高額医療合算介護予防サービス費 10 0.0 10 0.0 0 0.0

01 繰越金 6,000 0.1 6,000 0.1 0 0.0 06 特定入所者介護サービス等費 269,871 3.2 297,523 3.4 27,652 10.2

01 繰越金 6,000 0.1 6,000 0.1 0 0.0 01 特定入所者介護サービス費 269,585 3.2 297,309 3.4 27,724 10.3

10 諸収入 235 0.0 334 0.0 99 42.1 02 特例特定入所者介護サービス費 100 0.0 100 0.0 0 0.0

01 延滞金加算金及び過料 200 0.0 300 0.0 100 50.0 03  特定入所者介護予防サービス費　 176 0.0 104 0.0 ▲72 ▲40.9

01 第１号被保険者延滞金 200 0.0 300 0.0 100 50.0 04 特例特定入所者介護予防サービス費 10 0.0 10 0.0 0 0.0

02 雑入 35 0.0 34 0.0 ▲1 ▲2.9 03 財政安定化基金拠出金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

01 第三者納付金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 01 財政安定化基金拠出金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

02 返納金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 01 財政安定化基金拠出金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

03 雑入 33 0.0 32 0.0 ▲1 ▲3.0 04 地域支援事業費 335,916 4.0 389,175 4.5 53,259 15.9

8,494,574 100.0 8,679,669 100.0 185,095 2.2 01 介護予防・生活支援サービス事業費 129,216 1.5 173,858 2.0 44,642 34.5

01 介護予防・生活支援サービス事業費 116,256 1.4 154,538 1.8 38,282 32.9

02 介護予防ケアマネジメント事業費 12,960 0.2 19,320 0.2 6,360 49.1

02 一般介護予防事業費 11,238 0.1 11,397 0.1 159 1.4

01 一般介護予防事業費 11,238 0.1 11,397 0.1 159 1.4

03 包括的支援事業・任意事業費 195,092 2.3 203,512 2.3 8,420 4.3

01 包括的支援事業費 154,717 1.8 159,396 1.8 4,679 3.0

02 任意事業費 40,375 0.5 44,116 0.5 3,741 9.3

04 その他諸費 370 0.0 408 0.0 38 10.3

01 審査支払手数料 370 0.0 408 0.0 38 10.3

05 基金積立金 30 0.0 40 0.0 10 33.3

01 基金積立金 30 0.0 40 0.0 10 33.3

01 介護給付費準備基金利子積立金 30 0.0 40 0.0 10 33.3

06 諸支出金 1,425 0.0 1,525 0.0 100 7.0

01 償還金及び還付加算金 1,425 0.0 1,525 0.0 100 7.0

01 第１号被保険者保険料還付金 1,400 0.0 1,500 0.0 100 7.1

02 過年度支出金 3 0.0 3 0.0 0 0.0

03 第１号被保険者保険料還付加算金 22 0.0 22 0.0 0 0.0

07 予備費 10,000 0.1 10,000 0.1 0 0.0

01 予備費 10,000 0.1 10,000 0.1 0 0.0

01 予備費 10,000 0.1 10,000 0.1 0 0.0

8,494,574 100.0 8,679,669 100.0 185,095 2.2

資料１

　　　　燕市介護保険事業特別会計当初予算（案）概要版
（単位：千円）

歳　　　　　入 歳　　　　　出

比較

【歳入合計】

【歳出合計】

比較
款 項 目

平成30年度 平成31年度
款 項 目

平成30年度 平成31年度



燕市介護保険条例の一部改正の概要について 

 

１ 背景 

 平成 30年 12 月 21 日に閣議決定された 2019 年度政府予算案に、消費税増税を踏まえ

た低所得者に係る介護保険料の軽減強化が盛り込まれているため、市町村において条例

改正等の実施に向けた対応が必要となります。 

 

２ 改正の概要 

 

 

・第１段階について保険料基準額に対する割合を、0.45 から 0.3 に軽減する。 

 ※平成 27 年 4月から一部実施し、割合を 0.5 から 0.45 に軽減している。 

・第２段階について、保険料基準額に対する割合を、0.75 から 0.5 に軽減する。 

・第３段階について、保険料基準額に対する割合を、0.75 から 0.7 に軽減する。 

 

 

 

 

 

 

 

保険料基準額（年額 75,600 円）に対する割合 

 第１段階 第２段階 第３段階 

2018 年度 0.45 0.75 0.75 

2019 年度 0.375 0.625 0.725 

2020 年度 0.3 0.5 0.7 

※第１段階は 2015 年（平成 27年）4 月から一部実施し、0.5 から 0.45 に軽減している。 

 

改正後の燕市介護保険料の年額保険料（案） 

 第１段階 第２段階 第３段階 

2018 年度 
34,000 円 

（3,800 円） 

56,700 円 

※軽減なし 

56,700 円 

※軽減なし 

2019 年度 
28,400 円 

（9,400 円） 

47,300 円 

（9,400 円） 

54,800 円 

（1,900 円） 

2020 年度 
22,700 円 

（15,100 円） 

37,800 円 

（18,900 円） 

52,900 円 

（3,800 円） 

※（）内は軽減額 

※第４段階から第９段階は変更なし。 

低所得者の第１号保険料軽減強化の完全実施に係る内容（2019 年 10 月実施） 

消費税引き上げは 2019 年 10 月（予定）だが、介護保険料の賦課は

政令で年度単位とされているため、2019 年度の軽減は、2020 年度

以降の完全実施時における軽減幅の半分の水準に形式的に設定 

資料２－１ 
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資料２－２ 

 

 

燕市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の 

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正の概要について 

 

 

 

（１）改正の理由 

  平成 30 年度の介護報酬改定に伴う介護保険法施行規則（平成 11 年厚生労働省令

第 36 号）の改正により、地域密着型サービスの申請者に係る一部の基準が見直され

たため、同様の基準を規定している燕市条例についても基準の改正が必要となりま

す。 

 

（２）改正の内容 

 従来、地域密着型サービス事業の申請者は法人でなければならないと規定していま

したが、看護小規模多機能型居宅介護に限っては、法人に加え、「病床を有する診療

所を開設している者」についても申請を可能とします。 

 

（３）事業者・利用者への影響 

  現在、市内に看護小規模多機能型居宅介護の事業所はないため、影響はありません。 

 

 

 

（１）改正の理由 

 「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成 29

年法律第 52 号）」の施行に伴う介護保険法改正により、新たに「共生型サービス」が

創設され、一定の基準を満たした障がい者福祉制度の指定を受けた事業所が介護保

険の事業を行うことが可能となりました。 

市が条例で基準を定める地域密着型サービスにおいても、「共生型地域密着型通所

介護」が新設されるため、所要の改正が必要となります。 

 

（２）改正の内容 

  本条例にて定める共生型地域密着型通所介護の基本方針は、既存の地域密着型通

所介護に準じるもとのし、人員・運営に関する基準は、他の地域密着型サービスと同

様に介護保険法第 78 条の 4 第 3 項で規定される「厚生労働省令で定める基準（指定

地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年厚生省令

第 34 号））」を基準とします。 

ただし、記録の整備については、市独自に保存期限を５年（※国は２年）とします。 

１ 看護小規模多機能型居宅介護の指定に関する申請者要件の見直し 

２ 共生型地域密着型通所介護の新設 
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 【共生型サービスにおける介護保険の基準と障がい福祉の基準の関係】 

① 基本方針及び運営に関する基準は、介護保険の事業所としての基準を適用 

運営規定及び重要事項の説明並びに利用者の同意、サービス提供拒否の禁止、

要支援認定申請に係る援助、指定居宅介護支援事業者等との連携、居宅サービス

計画に沿ったサービスの提供、サービスの提供の記録、掲示、秘密保持、指定居

宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止、苦情処理、緊急時等の対応など 

② 人員・設備に関する基準は、障がい福祉サービス事業所としての基準を適用 

事業を行うのに必要な広さを有する専用区画の設定、障がいサービス利用者と

介護サービス利用者の数の合計に対する従業員の員数が、障がい者総合支援法等

の指定を受けた事業所として必要とされる数以上など 

 

(３) 市内の事業所の状況 

現時点で市内の障がい福祉事業所から「共生型地域密着型通所介護」の指定申請の

希望はありません。 

 

 

 

 公布の日より施行 

 

４ 参考 

 

看護小規模多機能型居宅介護とは 

看護小規模多機能型居宅介護は、医療ニーズの高い要介護者に対応するため、通所介

護を中心に、訪問介護や短期入所を組み合わせてサービスを提供する「小規模多機能型

居宅型介護」に「訪問看護」の機能を追加したサービスです。 

 

共生型サービスとは 

共生型サービスは、１つの事業所で介護保険と障がい福祉のサービスを一体的に提

供する取組みです。障がい福祉事業所の指定を受けていれば、介護保険の事業所の指定

も受けやすくなります。 

従来、障がい福祉サービスを受けてきた方が 65 歳になると、なじみの事業所でサー

ビスを受け続けることが難しくなる問題があり、この問題を解消するために「共生型サ

ービス」が創設されました。 

※地域密着型サービス以外の共生型サービス（通所介護及び短期入所生活介護に係る

共生型サービス）については、基本となる介護サービスの指定を行う者（都道府県等）

が指定基準を設定します。 

３ 施行日 

４ 参考事項 



■　平成30年度保険者機能強化推進交付金（市町村分）に係る評価指標シート集計表

Ⅱ　自立支援、重度化防止等に資する施策の推進

(1)地域密着型サービス

項目 ② ④ ⑤ ⑥ ⑧ ② ③ ④ ②

ア イ ウ エ 　 ア イ ウ エ オ カ ア イ ア イ ウ エ ア イ

配点 10 10 5 5 10 2 2 2 2 2 2 10 10 10 10 5 10 82 10 10 10 10 5 10

燕市 24,030 10 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 10 10 10 10 0 10 82 10 0 0 0 10 0 10 10 0 10

Ⅱ　自立支援、重度化防止等に資する施策の推進

(3)地域包括支援センター (4）在宅医療・介護連携

① ② ③ ④ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ ⑬ ⑮ ② ③ ④ ⑤ ⑥

ア イ ア イ ア イ ア イ 入院 退院

10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 5 10 10 5 10 10 10 10 10 5 5

10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 5 0

（6）介護予防/日常生活支援

② ③ ④ ① ② ③ ④ ⑥ ⑦ ⑧ ① ② ③ ④

ア イ ア イ ア イ ア イ

10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 460

10 0 10 0 10 10 10 10 10 0 0 10 0 10 10 10 10 10 10 0 0 10 405

（1）介護給付の適正化

① ③ ⑥

ア イ ア イ ウ ア イ

10 10 5 10 10 10 70 612

10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 10 40 527

資料3

14,845

10 10

評価指標に
よる交付金
配分額
（千円）
（イ）

10 10

Ⅲ　介護保険運営の安定化に資する施策の推進

合計
（ア）

（2）
介護
人材
の確
保

小計② ④ ⑤

（5）認知症総合支援 （7）生活支援体制の整備
（8）要介護状態の維持・
改善の状況等

小計① ⑤ ① ②

① ⑦⑤ ⑪ ⑭

第１号被
保険者数

10

小計
①

Ⅰ　PDCAサイクルの活用による保険者機能の強化に向けた体制等の構築

⑦① ③ ①

(2)介護支援専門員・
介護サービス事業所





















 

 

（５）その他 

 

① 柄澤榮作氏（前介護保険運営協議会委員）が市表彰式で功労者表彰を受賞 

 

 

② 施設整備関係 

・経営委譲により事業所変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・短期入所からの転換による特養の増床（平成３１年４月１日予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 介護職員表彰式 

・１１月１２日に「燕市次世代を担うキャリアテン介護職員等表彰式」を行いました。 

  （様子は次頁参照） 

 

 

 

資料５ 

 

旧 新

事業所名 小規模多機能ホームほうえんの里 小規模多機能ホームこころの郷

事業者 株式会社ショーリン 株式会社三林

所在地 燕市松橋１０９番地３ 同左

サービス種類
小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護
同左

介護事業所番号 1591300130 1591300247

事業廃止日 平成31年1月31日 ー

事業指定日 ー 平成31年2月1日

 

事業所名 現行 変更後 増減

つばめ福寿園短期入居生活介護センター ２４床 ２０床 ４減

特別養護老人ホーム つばめ福寿園 １００床 １０４床 ４増

さわたりの郷短期入居生活介護センター ２４床 １８床 ６減

特別養護老人ホーム さわたりの郷 ６４床 ７０床 ６増
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